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健センターから対象者に利用券と併せて送付、特定保健指導実施日時等を掲載）の

内容を変更するときは、札幌市国保健康推進担当課へご連絡ください。 

  なお、特定保健指導は３か月以上の指導を以て完結するプログラムであること

を鑑み、一時休止もし 

くは撤回を検討する場合は、３か月以上の余裕をもって札幌市国保健康推進担当課

へ相談すること。 

 

 ⑶ 事務代行機関利用区分の変更、名称や所在地の変更等の場合は、134～135ペー

  ジの様式により札幌市国保健康推進担当課に届け出るものとします。 

 

９ 委託基準の遵守 

平成25年厚生労働省告示第92号「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する

基準第十六号第一項の規定の基づき厚生労働大臣が定める者」（74～79ページ）、及

び令和５年３月31日付け厚生労働省健康局長・保険局長連名通知「令和６年度以降に

おける特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成され

た記録の取扱いについて」(80～85ページ)を遵守するものとします。 

 

10 その他 

 特定保健指導の実施にあたり、特定保健指導実施機関が健診実施機関に医学的確認 

を行う際は、あらかじめ利用者の同意を得た上で、とくとく健診実施機関へ電話等に 

よりご照会ください。 
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【参考４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●積極的支援におけるポイント算定要件は、ｐ59～60をご参照ください。なお、動機付け支援はポイント制ではありません。 
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【参考５】 特定保健指導の実施と報告・請求の流れ（A 月に初回面接、A+3 月に実績評価を実施した場合） 


